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犬山市犯罪被害者等支援条例を制定します 

予算要求額  ― 千円 

■事業内容 

・犯罪被害者等の支援に関して「市」「市民」「事業者」のそれ

ぞれの立場からの責務を規定 

【市の主な責務】 

  愛知県や当事者団体、警察など関係機関と連携した、相

談及び情報の提供や、見舞金などによる経済的負担の軽

減など 

【市民・事業者の主な責務】 

  二次的被害の発生防止、犯罪被害者等への支援に対す

る理解の深化のほか、事業者においては、犯罪被害者等と

なった場合の就労継続に向けた職場環境の整備など 

■事業費 

－ 

 ■特記 

・犬山市では、平成２３年に、犬山市安全で安心なまちづくり

条例を制定し、「犯罪被害者等への支援に関する事項」を定

めており、本条例は、その内容に特化した内容となります。 

・令和８年４月１日現在、愛知県内で犯罪被害者等への支援に

特化した条例を制定しているのは２５市町村です。 

・犬山市では、犯罪被害者等への具体的支援として、見舞金の

制度があります。 

犯罪被害者等が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に

寄与するため、市として犯罪被害者等の支援に取り組む姿勢

を明らかにする、犬山市犯罪被害者等支援条例を制定します。 

3



コンビニ交付証明書のメニューを拡大します 

予算要求額 歳入 △１５３千円 

歳出  ４５６千円 

■事業内容 

・現在２種類の証明書が取得できるコンビニ交付サービスの

対象に、新たに「課税証明書」と「納税証明書」を追加 

・証明書１通の交付手数料は、窓口交付（２００円）よりも安

価な１００円に設定 

■事業費（今回予算計上分） 

○歳入 

・諸証明手数料 △１５３千円 

○歳出 

・収納委託事務手数料 １８０千円 

・コンビニ交付システムクラウド使用料 ２７６千円 

■特記 

・最も多くコンビニ交付されている証明書は住民票の交付で、

同証明書の年間交付件数の３３．５％を占めています。 

・課税証明書と納税証明書の令和７年度の交付件数は８，６１

８件です。 

・犬山市ではコンビニ交付の対象としている全ての証明書が

窓口交付よりも安価な手数料です。 

・愛知県内で課税証明書・納税証明書ともにコンビニ交付対

象としているのは３市町のみです。 

犬山市では、令和３年から住民票等の写しなどのコンビニ

交付サービスを導入しています。 

「行かなくてもよい市役所」の実現と、令和７年１２月から

の開庁時間短縮による市民サービスの低下を招かないため、

令和８年 10月から、課税証明書と納税証明書をコンビニ交付

の対象に加え、窓口での交付より安価な手数料にします。 
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２ ６月定例議会日程（案） 

議会期間 ２６日間 （６月５日(金)～６月３０日(火)） 

曜日 開議時刻 摘　　　　　要

第 １ 日 ６ . ５ 金 午前１０時

○再　　開
○会議録署名議員の指名
○議会期間の決定
○諸般の報告
○議案上程説明
〇陳情の委員会送付

第 ２ 日 ６ 土 ○休　　会

第 ３ 日 ７ 日 ○休　　会

第 ４ 日 ８ 月 ○精　　読

第 ５ 日 ９ 火 ○精　　読

第 ６ 日 １０ 水 ○精　　読

第 ７ 日 １１ 木 ○精　　読

第 ８ 日 １２ 金 ○精　　読

第 ９ 日 １３ 土 ○休　　会

第 １０ 日 １４ 日 ○休　　会

第 １１ 日 １５ 月 午前１０時 ○一般質問

第 １２ 日 １６ 火 午前１０時 ○一般質問

第 １３ 日 １７ 水 午前１０時 ○一般質問

第 １４ 日 １８ 木 午前１０時 ○一般質問

第 １５ 日 １９ 金 午前１０時 ○議案質疑

第 １６ 日 ２０ 土 ○休　　会

第 １７ 日 ２１ 日 ○休　　会

第 １８ 日 ２２ 月 午前１０時 ○議案質疑　　○委員会付託

第 １９ 日 ２３ 火 ○全員協議会

第 ２０ 日 ２４ 水 ○部門委員会

第 ２１ 日 ２５ 木 ○部門委員会

第 ２２ 日 ２６ 金 ○部門委員会

第 ２３ 日 ２７ 土 ○休　　会

第 ２４ 日 ２８ 日 ○休　　会

第 ２５ 日 ２９ 月 ○休　　会

第 ２６ 日 ３０ 火 午前１０時
○委員長報告
○同報告に対する質疑
○討　　論　　○採　　決

日　次 月　日
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３ 提出案件数一覧 

提出案件数一覧表 
 

区 分 件 数 

１ 条  例 ９（制定１、一部改正８） 

２ 単  行 ２ 

３ 人  事 １０ 

４ 補正予算 
３ 

（一般会計１、特別会計２） 

５ 諮  問 ３ 

６ 報  告 ４ 

計 ３１ 

※  上記のほか、次の案件について追加提案を予定 

２ 単行 善師野防災広場整備工事の契約について 
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令和８年６月定例議会 提出議案一覧表 

 

令和８年６月５日  

 

第５１号議案  犬山市犯罪被害者等支援条例の制定について 

第５２号議案  犬山市行政手続条例の一部改正について 

第５３号議案  犬山市附属機関設置条例の一部改正について 

第５４号議案  犬山市手数料条例の一部改正について 

第５５号議案  犬山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正について 

第５６号議案  犬山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

第５７号議案  犬山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

第５８号議案  犬山市介護保険条例の一部改正について 

第５９号議案  犬山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

第６０号議案  財産の取得について（資機材搬送車（積載車）） 

第６１号議案  和解及び損害賠償の額を定めることについて 

第６２号議案  犬山市農業委員会委員の任命について 

第６３号議案  犬山市農業委員会委員の任命について 

第６４号議案  犬山市農業委員会委員の任命について 

第６５号議案  犬山市農業委員会委員の任命について 

第６６号議案  犬山市農業委員会委員の任命について 

第６７号議案  犬山市農業委員会委員の任命について 

第６８号議案  犬山市農業委員会委員の任命について 

第６９号議案  犬山市農業委員会委員の任命について 

第７０号議案  犬山市農業委員会委員の任命について 

7



 

 

第７１号議案  犬山市農業委員会委員の任命について 

第７２号議案  令和８年度犬山市一般会計補正予算（第２号） 

第７３号議案  令和８年度犬山市犬山城費特別会計補正予算（第２号） 

第７４号議案  令和８年度犬山市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

諮問第 １ 号  人権擁護委員の推薦について 

諮問第 ２ 号  人権擁護委員の推薦について 

諮問第 ３ 号  人権擁護委員の推薦について 

報告第 １ 号  令和７年度犬山市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について 

報告第 ２ 号  令和７年度犬山市下水道事業会計予算繰越計算書について 

報告第 ３ 号  令和７年度犬山市土地開発公社決算について 

報告第 ４ 号  令和８年度犬山市土地開発公社事業計画、予算等について 
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３ 条例案件等 

 

市民部 防災交通課 

《制定》 

○ 犬山市犯罪被害者等支援条例の制定について（第５１号議案） 

 

【趣旨】 

  犯罪被害者等への支援に関する施策の基本となる事項を定めるもの。 

 

【内容】 

  犯罪被害者等が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的と

して、犬山市安全で安心なまちづくり条例（平成２３年条例第１０号）にて定めて

いる「犯罪被害者等への支援に関する事項」に特化した条例を新たに定める。 

 ※ 犯罪被害者等…犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族（犯罪被害者

等基本法（平成１６年法律第１６１号）第２条第２項の規定を引用） 

 （主な規定事項） 

条番号 内容 

第４条～第６条 市、市民及び事業者が取り組むべき責務 

第７条 相談及び情報の提供等 

第８条 経済的負担の軽減 

第９条 居住の安定 

第１０条 広報及び啓発 

第１１条 人材の育成 

第１２条 意見等の反映 

 

【理由】 

  「犯罪被害者等への支援に関する事項」に特化した条例を新たに定めることによ

り、犯罪被害者等の支援に取り組む姿勢を明らかにする。 

 

【その他】 

 ・愛知県内の２５市町村（名古屋市、大府市、知多市、東海市、一宮市、岡崎市、

春日井市など）において、犯罪被害者等支援に特化した条例を制定済み（令和８

年４月１日現在の愛知県制定率４６％） 

 ・当市の「犬山市安全で安心なまちづくり条例」に当たる理念条例の一部に規定し

ているのは、当市を含め６市町 

（次ページにつづく） 

9



 

 

＜近隣県の制定状況（令和７年４月１日現在 警察庁ホームページより）＞ 

  岐阜県 ４２市町村（制定率１００％） 

  静岡県 ３３市町 （制定率１００％） 

  三重県 ２７市町 （制定率 ９３％） 

 

【施行日】 

  令和８年８月１日 
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経営部 総務課 

《一部改正》 

○ 犬山市行政手続条例の一部改正について（第５２号議案） 

 

【趣旨】 

  国の法律（※）の改正に準じ、条例の一部を改正するもの。 

  ※ 行政手続法（平成５年法律第８８号。以下「法」という。） 

 

【内容】 

  不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合に行う公示送達の方法

を次のとおり変更する。 

 改正前 行政庁の事務所の掲示場への掲示 

  ↓ 

 改正後 下記の方法のいずれも 

     ①インターネットを通じて不特定多数の者が閲覧可能な状態に置くこと 

     ②行政庁の事務所の掲示場への掲示又は当該事務所に設置したパソコン画

面上で閲覧可能な状態に置くこと 

     ※ ①は市のホームページ上に専用ページを開設し、②は従前の掲示場へ

の掲示を継続する。 

 

【経緯・理由】 

  法の改正により、不利益処分の際にあらかじめ行う聴聞及び弁明の機会の付与に

係る意見陳述手続の通知を公示送達（※）によって行う場合の方法について、従前

の書面掲示からインターネットによる公表を前提とした見直しが行われた（いわゆ

るアナログ規制）。 

  法の適用は、市が条例及び規則で独自に定める処分等に係る手続には及ばないこ

とから、法の改正内容と同様に本条例を改正する。 

  ※ 公示送達は、不利益処分の名宛人の所在が不明な場合に限り、名宛人への通

知に代えて行われるものである。 

 

【施行日】 

  公布の日 
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経営部 総務課 

《一部改正》 

○ 犬山市附属機関設置条例の一部改正について（第５３号議案） 

 

【趣旨】 

  公共施設のネーミングライツパートナーの選定に係る附属機関を統合するため、

条例の一部を改正するもの。 

 

  次の市長の附属機関を設置する。 

名称 担任する事務 委員の定数 委員の任期 

犬山市公共

施設ネーミ

ングライツ

パートナー

選定委員会 

市長の諮問に応じ、公共施設の愛

称を命名する権利を付与する事業

者の選定に関する事項について審

議する。 

７人以内 審議期間 

 

【目的】 

  現在、公募によるネーミングライツパートナーの選定を附属機関への諮問、答申

により行っている公共施設は、下記のとおりである。 

施設名称（愛称） 附属機関 

犬山市体育館 

（エナジーサポートアリーナ） 

犬山市体育館ネーミングライツパート

ナー選定委員会 

犬山市文化史料館南館 

（IMASEN犬山からくりミュージアム） 

犬山市文化史料館南館ネーミングライ

ツパートナー選定委員会 

  財源確保の観点から今後、当市として公共施設におけるネーミングライツパート

ナーの公募を積極的に行っていく方針であることから、施設の個別名称を付した附

属機関を廃止し、総称とした「犬山市公共施設ネーミングライツパートナー選定委

員会」を新設する。 

 

【効果】 

  新たに公募によるネーミングライツパートナーの選定を附属機関への諮問、答申

により行う場合に、本条例の改正を行うことなく速やかに選定手続を進めることが

できるとともに、必要に応じて複数施設の選定を一括で行うことも可能となること

から、審査の合理化が期待できる。 

 

 

（次ページにつづく） 
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【今後の予定】 

  今年度、次の施設においてネーミングライツパートナーの公募を予定している。 

  ・犬山市民文化会館及び犬山市南部公民館（文化推進課） 

  ・山の田公園の野球場及びテニスコート（スポーツ交流課） 

 

【予算措置】 

 ネーミングライツ実施に伴い、次の補正予算を計上する。 

 ＜歳出＞ ９款５項７目 市民文化会館費 １２４千円 

      （内訳） 

      ネーミングライツパートナー選定委員会委員報酬 １０１千円 

      費用弁償                    ２３千円 

 

【施行日】 

  公布の日 
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市民部 税務課 

市民部 収納課 

《一部改正》 

○ 犬山市手数料条例の一部改正について（第５４号議案） 

 

【経緯・趣旨】 

  市では、平成２７年度からワンストップ窓口の実施、キャッシュレス決済の導

入、そして令和３年２月からは住民票の写し等のコンビニ交付を開始するなど、段

階的に市民サービスの充実を目指してきた。 

一方、昨年１２月からは開庁時間が短縮となり、市民サービスの低下を招かない

ことが求められるところである。 

これを受けて、新たに課税証明書と納税証明書についてもコンビニ交付を開始す

るに当たり、その手数料の額を設定するため、条例の一部を改正するもの。 

 

【内容】 

  コンビニ交付に係る手数料の額を次のとおり設定する。 

１通 １００円 

  ※ コンビニ交付を利用するにはマイナンバーカードが必要である。 

 

【目的】 

  「行かなくてもよい市役所」の施策推進のため、コンビニ交付の対象に課税証明

書と納税証明書を追加し、市役所や各出張所における窓口交付よりも安価な手数料

を設定することで、窓口交付からコンビニ交付への利用を促す。 

 

【コンビニ交付の利用時間】 

  土日、祝日を含む毎日午前６時３０分から午後１１時まで 

 

【記載事項等】 

種類 記載事項 交付可能年度 

課税証明書 個人市県民税の課税額と課税額の算出の根拠と

なる所得額（給与と年金は収入額も記載）、所

得控除額など 

５年度分 

納税証明書 個人市県民税、固定資産税・都市計画税(共有

及び法人名義を除く)の課税額と納税額 

４年度分 

  

 

（次ページにつづく） 
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【予算措置】 

  コンビニ交付の開始に伴い、次の補正予算を計上する。 

  〈歳入〉 １４款２項１目 諸証明手数料 △１５３千円 

  〈歳出〉 ２款２項２目  賦課費     ３７２千円 

        （内訳） 

         収納委託事務手数料         １４７千円 

         コンビニ交付システムクラウド使用料 ２２５千円 

       ２款２項３目  徴税費      ８４千円 

        （内訳） 

         収納委託事務手数料          ３３千円 

         コンビニ交付システムクラウド使用料  ５１千円 

 

【その他】 

  愛知県内で税関連の証明書のコンビニ交付を実施している自治体は、２０市町あ

る。近隣では、平成２８年から小牧市が、令和４年から春日井市が、課税証明書に

限ってコンビニ交付を開始している。 

  （内訳） 

   課税証明書のみ：１７市町、課税証明書及び納税証明書：３市町 

  なお、コンビニ交付の手数料を窓口交付の手数料よりも減額している自治体は、

期間限定のものを含め１３市町ある。 

 

【施行日】 

  令和８年１０月１日 
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子ども健康部 子ども未来課 

《一部改正》 

○ 犬山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部改正について（第５５号議案） 

○ 犬山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて（第５６号議案） 

○ 犬山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について（第５７号議案） 

 

【趣旨】 

  国の定める基準の改正に伴い、条例の一部を改正するもの。 

   １ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号） 

   ２ 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令

第６１号） 

   ３ 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１

号） 

 

【内容】 

 ①満３歳以上限定小規模保育事業に係る規定の追加（第５５号議案及び第５６号議

案関係） 

   児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の改正により、待機児童の解消や集

団生活になじめない児童の選択肢を増やすことなどを目的に、小規模保育事業の

新たな枠組みとして３歳から５歳までの児童のみを対象とした「満３歳以上限定

小規模保育事業」が創設されたことから、当該事業に係る規定を追加する。 

 

 ②人員配置基準の緩和（第５６号議案関係） 

   特別な支援を必要とする子どもの増加に対応するため、保育所等における人員

配置基準に係る保育士の数の算定において、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、心理担当職員等を配置した場合に、これらの者のうち１人に限り、保育士と

みなすことができるよう基準を緩和する。 

 

 ③児童対象性暴力等の防止に関する措置（第５６号議案及び第５７号議案関係） 

   保育等の現場において子どもへの児童等対象業務従事者（※）からの性暴力等

を防止するため、従事者向け研修等を実施するとともに、児童等対象業務従事者

に係る性犯罪の前科の有無の確認等を義務化する。 

（次ページにつづく） 
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本条例改正は、市に認可権のある家庭的保育事業者等及び乳児等通園支援事業

者に対し基準を追加するもの。 

※ 児童等対象業務従事者とは 

   保育士など子どもが逃げにくく、被害が外に漏れにくい環境の下で子どもに接

する者をいう。 

 

 

 

【現状・課題】 

   

 

 

 

 

【目的・効果】 

   

小規模保育事業とは 

・待機児童解消や多様な保育ニーズに対応するため平成２７年度に創設された

「地域型保育事業（家庭的保育事業等）」の一つ 

・定員６～１９名の少人数制で、国の基準（保育士の配置や保育室の広さ）に基

づき、主に０～２歳児を対象に家庭的な保育を提供 

・Ａ型：ミニ保育所に近い類型、Ｂ型：中間型、Ｃ：家庭的保育型の３種類 

・市町村が認可、監督することで保育の質の確保が可能 

※今回の法改正で、Ａ型に限り３歳から５歳までの児童のみを対象とする事業が

追加されたが、従来の小規模保育事業と面積基準や設備基準は変わらない。 

※ 現在、市内に認可を受けて小規模保育事業を実施する事業者はない。 

乳児等通園支援事業（いわゆる「こども誰でも通園制度」）とは 

・全ての子どもの育ちを応援するため、生後６か月から満３歳未満で保育所など

に通っていない子どもを対象とし、月１０時間を上限として、保護者の就労要

件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる制度 

・現在、市内では羽黒南子ども未来園において、令和８年４月１日より事業を開

始 

・市に認可権があり、民間保育所、幼稚園等でも基準を満たしていれば、実施可

能 

【施行日】 

 ①②公布の日 

③令和８年１２月２５日 

 

性犯罪歴確認のフロー                   ※犯歴の有無のみ回答 

 

①申請

②戸籍情報を提出

⑤交付（犯歴なし） ④回答（犯歴なし）

⑤通知 ④回答（犯歴あり）

⑥訂正請求せず

⑥交付（犯歴あり）

事業者
こども家庭庁

【こども性暴力防止法関連
システム（こまもろうシステム）】

法務省

【犯罪情報】

③照会
本人

本人
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ふくし部 高齢者支援課 

《一部改正》 

○ 犬山市介護保険条例の一部改正について（第５８号議案） 

 

【趣旨】 

  令和７年度税制改正による影響を、市の令和８年度介護保険料収入に及ばないよ

うにするため、条例の一部を改正するもの。 

 

【内容】 

  上記趣旨に基づき、介護保険料の保険料率について、令和８年度の介護保険料算

定に限った特例規定を次のとおり定める。 

 

 ①介護保険料減収への措置 

   令和７年度税制改正により令和８年度課税から給与所得控除の最低保障額が５

５万円から６５万円へ１０万円引き上げられた。 

   介護保険料算定には、市・県民税の課税の有無や合計所得金額等を用いている

が、第９次犬山市介護保険事業計画（令和６年度～令和８年度）中の令和８年度

介護保険料収入については、計画期間中の税制改正は考慮されていない。 

   介護保険料収入の減少を考慮した国が、各自治体の介護保険制度の適正な運営

のため、全国一律で令和７年度税制改正の影響が及ばないよう介護保険法施行令

（平成１０年政令第４１２号）を改正したため、これに合せて条例を改正する。 

 

 ②令和７年度非課税者に係る介護保険料の特例減免 

   国の通達に基づき、令和７年度市・県民税非課税者のうち、就労収入の増加に

より、令和８年度介護保険料が市・県民税課税者へと移行する場合、特例的にこ

れを算定上の所得から調整し、市・県民税非課税者として判定する保険料段階ま

で減免できることとする（本人からの減免申請は不要）。 

 

 

※ 本条例改正②が適用された場合は、第１段階とみなし、介護保険料は１６，３０

０円（４９，７００円減額）となる。 

 

 

（次ページにつづく） 

給与収入 計算基準 市民税 所得段階 保険料／年 

１０３万円 

の場合 

Ｒ７税制改正適用後 非課税 １段階 １６，３００円  

本条例改正①適用後 課税 ６段階 ６６，０００円※ 
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【目的・効果】 

  税制改正の影響を波及させないことで、介護保険制度の維持、運営につながる。 

 

【改正の影響（令和８年４月２０日時点での状況で試算）】 

  ①保険料収入として約４００人分・６００万円の減少を抑える。 

  ②減免を行うことで約１００人分・２００万円の保険料負担を抑える。 

 

【予算措置】 

  ・システム改修費を補正予算で計上 

５，３７９，０００円（国庫補助金 ２分の１を充当予定） 

  ・減免による補填として一般会計繰入金を補正予算で計上 

２，０００，０００円 

 

【今後のスケジュール】 

  令和８年６月  システム改修契約締結・着手 

      ７月  保険料算定・賦課決定 

      ８月  システム改修完了 

 

【施行日】 

  公布の日（令和８年４月１日適用） 
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消防本部 消防総務課 

《一部改正》 

○ 犬山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について（第５９号議案） 

 

【趣旨】 

  国の政令（※）の改正に伴い、条例の一部を改正するもの。 

  ※ 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和３１年政令第３

３５号） 

 

【内容】 

  非常勤の消防団員や水防団員、消防作業に従事した者などが、公務等により死亡

した場合における葬祭補償の定額部分を次のとおり増額する。 

   改正前 ３１５，０００円 

    ↓ 

   改正後 ３３０，０００円 

 

【その他】 

  当市では、非常勤消防団員が非常勤水防団員を兼務している。 

 

【施行日】 

  公布の日（令和８年４月１日適用） 
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消防本部 消防総務課 

《財産の取得》 

○ 財産の取得について（資機材搬送車（積載車））（第６０号議案） 

 

【趣旨】 

 資機材搬送車（積載車）の老朽化に伴い更新購入するもの。 

 

【内容】 

 犬山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３

９年条例第２号）第３条に基づき、議会の議決を求めるものである。 

 〇 購入金額 金２６，９２８，０００円 

 〇 受 注 者 名古屋市西区名駅２丁目３４番１７号 

セントラル名古屋２０３ 

         小川ポンプ工業株式会社 名古屋出張所 

         所長   来島 啓一 

 〇 契約方法 指名競争入札 

 〇 執行年月日 令和８年５月１３日 

 〇 入札参加者 ５者 

 〇 納 期 令和９年３月１２日まで 

〇 主要諸元 

   駆動方式：４輪駆動   操舵装置：パワーステアリング式 

変 速 機：オートマチックトランスミッション   乗車定員：３名 

 〇 主な用途 

  資機材搬送車（積載車）は、あらゆる災害活動に必要な装備、各種資機材及

び収納装置等を設け、いかなる災害活動においても迅速に対応する。また、緊

急消防援助隊の登録車両であり、要請により被災地へ出動する。 

 

（車両イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページにつづく） 
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都市整備部 土木管理課 

《和解及び損害賠償額の決定》 

○ 和解及び損害賠償の額を定めることについて（第６１号議案） 

 

【趣旨】 

 公務中に発生した事故に関し、法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定し、

相手方と和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第１２号及び第１３号の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

 

【内容】 

 公務中に発生した次の事故について、損害賠償の額を決定し、相手方と和解する

もの。 

事故発生日時 令和８年１月２３日 午後４時頃 

事故発生場所 犬山市大字富岡字北別祖地内 

事故概要  公用車にて市内走行中、交差点進入時に交差点前で一旦停止

をしたが、左右の確認が十分でなく相手方車両に気付かず進入

したことにより相手方車両と接触し、互いの車両前方を損傷さ

せる事故を起こした。 

過失割合 市：９０％ 相手方：１０％ 

損害賠償の額 ５９０,８９７円 

（内訳） 市損害負担額（A）   ６２８,８５３円 

相手方損害負担額（B）  ３７,９５６円 

市賠償金額（A-B）   ５９０,８９７円 

和解の内容  本件の事故における損害について、市の過失割合が９割と認

定されたため、事故当事者の各自負担額を相殺し、市が相手方

に対し金５９０,８９７円を損害賠償金として支払う。 

 

【予算措置】 

《歳出》 自動車事故等賠償金      ５９１千円 

《歳入》 市有物件災害共済会災害共済金 ５９１千円 

 

【その他】 

 当市が加入する公益社団法人全国市有物件災害共済会から、市が支払った賠償金

額と同額の保険金が振り込まれる。 

 本議案可決後、速やかに損害賠償金を支払う。 
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経済環境部 産業課 

《犬山市農業委員会委員》 

○ 犬山市農業委員会委員の任命について（第６２号議案から第７１号議案まで） 

 

【趣旨】 

  犬山市農業委員会委員の任期が、令和８年７月１９日をもって満了となるため、

委員を任命するに当たり、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を求めるもの。 

  新たな委員の任期は、令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日までの３年

間。 

 

【後任者】 

第６２号議案の対象者（再任） 

  氏  名 田中 幸子（たなか さちこ） 

  生年月日 ■ 

 

第６３号議案の対象者（再任） 

  氏  名 齋藤 ゆみ（さいとう ゆみ） 

  生年月日 ■ 

 

第６４号議案の対象者（新任） 

  氏  名 松浦 繁明（まつうら しげあき） 

  生年月日 ■ 

 

第６５号議案の対象者（新任） 

  氏  名 寺澤 克己（てらざわ かつみ） 

  生年月日 ■ 

 

第６６号議案の対象者（新任） 

  氏  名 𠮷野 弘司（よしの ひろし） 

  生年月日 ■ 

 

第６７号議案の対象者（新任） 

  氏  名 大島 哲己（おおしま てつみ） 

  生年月日 ■ 

 

（次ページにつづく） 
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第６８号議案の対象者（新任） 

  氏  名 保浦 富成（ほぼ とみなり） 

  生年月日 ■ 

 

第６９号議案の対象者（新任） 

  氏  名 日比野 陽平（ひびの ようへい） 

  生年月日 ■ 

 

第７０号議案の対象者（再任） 

  氏  名 小川 豊（おがわ ゆたか） 

  生年月日 ■ 

 

第７１号議案の対象者（新任） 

  氏  名 安田 忠雄（やすだ ただお） 

  生年月日 ■ 

 

 後任者の経歴等は、別添資料「犬山市農業委員会委員候補者一覧表」を参照。 

 

【その他】 

  今回、委員（定数１０名）を募集した結果、候補者１０名のうち認定農業者３

名、認定農業者等に準ずる者（認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、

その経営に参画する当該認定農業者の親族）１名となった。農業委員会委員の任

命にあたり認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合として、農

業委員会等に関する法律第８条第５項ただし書及び農業委員会等に関する法律施

行規則第２条第２号に基づき、委員の４分の１（２．５人）を確保し任命するも

の。 

 

＜認定農業者とは＞ 

農業経営基盤強化促進法に基づき、職業として意欲的に農業に取組んでいる農業者

や農業法人で、市が定める基準を満たし、市から認定された農業者のことをいう。 

（認定農業者の主な基準） 

年間農業所得 概ね300万円 

年間労働時間 概ね1,800時間 

 

 

 

（次ページにつづく） 
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＜認定農業者等に準ずる者とは＞ 

 農業委員会等に関する法律施行規則第２条第１号イ～ヌに掲げられる者で、 
 

イ 認定農業者等（認定農業者及び認定農業者である法人の業務 

を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人）であった者 

ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に 

参画する当該認定農業者の親族 

ハ 認定就農者である個人 

ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人 
 
等の者のことをいう。 
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５ 令和８年度６月補正予算について 

 

○ 予算規模 

 

 総予算（企業会計を含む） 

 

 ９，０６６万３千円を減額補正 

補正後予算額 → ５１３億８，４２１万４千円 

 （補正予算前予算と比較して約０．１７６％の減） 

 

 

 一般会計 

 

 ９，９４７万４千円を減額補正 

補正後予算額 → ３１３億３，５９５万９千円 

 （補正予算前予算と比較して約０．３１６％の減） 

 

 

 特別会計 

 

 ８８１万１千円を増額補正 

補正後予算額 → １４０億６，７６８万３千円 

 （補正予算前予算と比較して約０．０６２％の増） 
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31,390,978 31,435,433 △ 99,474 31,335,959

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

5,736,002 5,736,002 5,736,002

犬 山 城 費
特 別 会 計

512,849 512,849 0 512,849

木 曽 川 う か い
事業費特別会計

66,852 66,972 66,972

介 護 保 険
特 別 会 計

5,761,165 5,761,165 8,811 5,769,976

後期高齢者医療
特 別 会 計

1,981,884 1,981,884 1,981,884

小　計 14,058,752 14,058,872 8,811 14,067,683

水 道 事 業 会 計 1,815,980 1,816,100 1,816,100

下水道事業会計 4,164,232 4,164,472 4,164,472

小　計 5,980,212 5,980,572 0 5,980,572

△ 90,663 51,384,214

※ 水道事業会計及び下水道事業会計の予算額は、収益的収支の収入額と資本的収支の支出額の
　合計額です。

補正予算額

一 般 会 計

特
　
別
　
会
　
計

企
業
会
計

合　計 51,429,942 51,474,877

令和８年６月定例議会　会計別補正予算額一覧表

（単位：千円）

会計名 当初予算額
補正前の
予算額

補正後の
予算額
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◎ 一般会計補正予算（第２号）に計上した主な事業 

経営部 総務課 

《一般会計》 

○ ＥＶ車両の寄贈に伴う充電スタンドの設置事業など（公共駐車場管理ほか） 

補正予算要求額  ５１８千円  

 

【補正理由】 

本事業は、株式会社ホンダカーズより災害時支援の協定締結の打診と共にＥＶ車両

の寄贈の申し出があったことを受け、寄贈車両の円滑な公務利用に資するために本庁

舎の駐車場に充電スタンドを設置するなど、充電スタンドの設置費と車両の寄贈に伴

う諸経費について補正予算を要求するもの。 

 

【内容】 

 ＥＶ車両の寄贈を受けるために要する費用と、寄贈後に公用車として円滑に利用す

るために必要な整備費用を確保する目的で予算計上するもの。 

 

【概略スケジュール】 

 令和８年７月 災害時支援の協定締結、ＥＶ車の納車 

令和８年７月 充電スタンドの工事発注 

令和８年８月 充電スタンド設置完了、ＥＶ車の本格稼働 

  

 

【要求額の積算内容】 

 電気自動車充電スタンド設置工事請負費   （補正額）４２３千円 

 手数料（名義変更手数料）         （補正額） ３２千円 

自動車リサイクル手数料          （補正額） １３千円 

火災保険料（自賠責保険料）        （補正額） ２０千円 

自動車損害保険料（任意保険料）      （補正額） ２３千円 

 テレビ受信料（カーナビ用ＮＨＫ受信料）  （補正額）  ７千円 

                    （補正額合計）５１８千円 
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子ども健康部 健康推進課 

《一般会計》 

○ 特定不妊治療費助成事業（母子健康づくり） 

補正予算要求額  ４，０００千円  

 

【補正理由】 

不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、令和８年４月に愛知県が保険適

用となる体外受精や顕微授精等の生殖補助医療と併用で実施される先進医療（=保険適

用とならない診療）にかかる費用の補助制度を創設したことに伴い、当市における特

定不妊治療費助成事業の対象を拡充する。 

 

【内容】 

 １回の治療と併用して実施した先進医療自己負担分の 7/10を補助（上限 5万円） 

 ※補助負担割合：県 1/2 市 1/2 

 

【効果】 

 医療保険が適用されない不妊治療における先進医療について、現在は希望者が全額

自己負担で実施する必要があるため、その経済的負担を軽減することで、先進医療と

いう選択肢を広げ、少子化対策の一つとして事業を実施することができる。 

 

【概略スケジュール】 

 令和８年７月 犬山市特定不妊治療費助成事業実施要綱の一部改正 

        対象者や医療機関へ制度を周知し、申請受付開始  

 

【要求額の積算内容】 

 ＜歳出＞ 

  特定不妊治療費扶助料 

上限額５０，０００円×申請見込８０件＝４，０００千円 

 

＜歳入＞ 

  不妊治療費助成事業費県補助金     ２，０００千円（補助率１/２） 
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教育部 学校教育課 

《一般会計》 

○ 運動部活動の地域展開等推進事業（中学校部活動ほか） 

 歳出：補正予算要求額   △９７１千円  

歳入：補正予算要求額 △１，１４７千円  

 

【補正理由】 

中学校部活動を令和８年９月には、休日の地域スポーツクラブへの完全移行に向け

て事業を進めているところである。 

地域スポーツクラブとして休日に活動している団体による平日の活動を試行的に実

施し、課題の洗い出しや今後の方向性を検証するため、令和８年２月２日付けで愛知

県に対し事業計画書を提出し、令和８年４月に愛知県から内定金額が通知されたこと

から、歳入歳出補正予算を計上する。 

また、令和７年度は、スポーツ庁の「地域スポーツクラブ活動体制整備事業」によ

り、事業を実施していたが、令和８年度は、「地方スポーツ振興費補助金」（運動部

活動の地域展開等推進事業（休日の地域クラブ活動費等の支援、地方公共団体の体制

整備等、平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対応及び中学校にお

ける部活動指導員の配置支援））として取り扱われることから、予算の組み換えを行

う。 

 

【内容】 

新たな歳出として、試行で実施する平日も含めた地域スポーツクラブでの活動に対

する委託料(９９２千円(補助率 10/10))を計上する。また、中学校部活動指導者謝礼

については、令和８年度の活動予定に基づき減額するものとし、消耗品費について

は、補助金の内定額に合わせて減額する。 

 

【効果】 

 今回の試行を実施し、部活動地域移行の実現に向けて前進する。 

 

【概略スケジュール】 

 令和８年７月   平日も含めた地域スポーツクラブ活動の委託の実施 

  

 

（次ページにつづく） 
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【要求額の積算内容】 

＜歳出 △９７１千円＞ 

 9.3.2 (中学校部活動) 中学校部活動指導者謝礼      △１，４４０千円 

9.3.2 (中学校部活動) 消耗品費               △５２３千円 

9.3.2 (中学校部活動) 地域スポーツクラブ活動試行実施委託料  ９９２千円 

 

＜歳入 △１，１４７千円＞ 

 16.2.8 地域スポーツクラブ活動体制整備事業県補助金  △５，７０６千円 

 16.2.8 部活動指導員配置事業県補助金         △１，７２２千円 

 16.2.8 地域スポーツ振興費補助金            ６，２８１千円 
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教育部 文化推進課 

《一般会計》 

○ 市民文化会館自主事業（市民文化会館利活用） 

補正予算要求額  ２，４８４千円  

 

【補正理由】 

市民への魅力ある鑑賞機会の提供と文化芸術活動の普及・振興を目的として実施す

る市民文化会館の自主事業について検討する中で、全国的な知名度が高く、かつ経済

連携で犬山市とゆかりのある石垣市出身の夏川りみ氏の全国ツアーファイナル公演が

招致できる見込みとなったため、増額補正するもの。 

併せて増額補正の財源として、入場料収入の増額補正を計上するものである。 

なお、本コンサートは、市民文化会館大ホールでの開催を計画しており、大ホール

部分の改修工事が完了している令和８年９月２７日に実施する予定。 

 

【内容】 

 夏川りみ全国ツアーファイナル公演に必要な予算の不足分を増額する。 

 

【効果】 

 話題性向上及び集客力強化が見込まれ、市民に対してより魅力ある鑑賞機会を提供

できるとともに、会館の利活用促進及び文化芸術活動の普及・振興につながる。 

 

【概略スケジュール】 

 令和８年 ７月上旬    一般チケット販売開始 

令和８年 ９月２７日   夏川りみコンサート 

 

【要求額の積算内容】 

 ＜歳出＞ 

  自主事業委託料 ２，４８４千円 

  ※補正後の自主事業委託料 １２，７０８千円 

 

＜歳入＞ 

  自主事業実施に伴う入場券販売代金 ２，４８４千円 

  ※補正後の自主事業実施に伴う入場券販売代金 ９，０８４千円 
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都市整備部 整備課

《一般会計》 

○ 蝉屋長塚線道路整備事業（蝉屋長塚線道路整備） 

補正予算要求額  △１４２，８９４千円  

 

【補正理由】 

 本事業に対する令和８年度社会資本整備総合交付金の内示額が当市の要求額を大き

く下回ったことを受け、犬山市土地開発公社により土地取得を行うため、対象となる

事業費を減額するもの。 

 

【内容】 

今年度予定している土地買収を犬山市土地開発公社に委託するため、土地購入費、

物件移転補償金及び残地補償金を減額する。 

 なお、犬山市土地開発公社に委託し、購入した土地については、令和９年度以降の

５年間で計画的に買戻しを行う。 

 

【効果】 

 犬山市土地開発公社が先行取得した土地について、令和９年度以降の５年間で計画

的に買戻しを行うことにより、国庫補助金の交付率に応じた計画的な予算執行が可能

となる。それにより、市が負担する費用を最小限に抑えるとともに、用地買収に係る

予算の平準化を図ることができる。 

 また、市が直接用地買収を行う場合で、地権者との交渉が難航し、買収が進まない

事態になると、国庫補助金を十分に活用することができなくなる恐れがあるが、土地

開発公社からの買戻しであれば安定した予算の執行が可能となる。 

 

【概略スケジュール】 

令和８年７月   犬山市土地開発公社と土地買収委託契約書の締結 

 令和８年８月   土地買収単価の決定 

 令和８年９月以降 譲渡所得等の課税の特例に係る小牧税務署との事前協議 

          犬山市土地開発公社に順次、用地買収の依頼 

          犬山市土地開発公社からの銀行借入協議に対する回答 

 

（次ページにつづく） 
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【その他】 

 令和８年度一般会計補正予算（第２号）で犬山市土地開発公社からの用地再取得に

係る債務負担行為の設定を行う。 

 

【要求額の積算内容】 

 ＜歳出＞ 

 道路改良工事用地購入費  △１０６，５４４千円 

 物件移転補償金        △３５，３５０千円 

 残地補償金          △１，０００千円 

 

＜歳入＞ 

 社会資本整備総合交付金    △２１，４２０千円 

 蝉屋長塚線道路整備事業債 △１００，６００千円 
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経済環境部 環境課 

《一般会計》 

○ 善師野防災広場整備工事（都市美化センター地元補償） 

補正予算要求額  ５，７４６千円  

 

【補正理由】 

本事業は、都市美化センター建設時に善師野区と交わした覚書に基づき、①善師野

公民館西側に広場を整備するとともに、附帯工事として②広場北側にある県道御嵩犬

山線の通路整備及び公民館の乗入口の拡幅等を行うもの（①は国庫補助対象、②は国

庫補助対象外）。 

 事業費の当初予算要求にあたっては、令和７年度に発注した詳細設計業務委託（委

託期間：令和８年３月１９日まで）の中で算出した概算金額を元に積算した。しか

し、その後の関係機関等との調整や工事金額の精査を進めていく中で、排水対策や工

事車両侵入のための仮設工事等に想定外の費用が必要となったこと、さらには経済情

勢の変化による資材価格の高騰により全体工事費に不足が生じることとなったため、

増額補正予算を計上するもの。 

 

【内容】 

 今回の補正予算は、上記のうち②に係る工事費に充てる。 

既に上記①については、工期の関係から当初予算の範囲内で先行して契約準備を進

めている。 

 

【概略スケジュール】 

 令和８年６月 上記①の工事契約、着手 

 令和８年８月 上記②の工事契約、着手 

令和９年３月 上記①②の工事完了 

 

【要求額の積算内容】 

 ＜歳出＞ 

  善師野防災広場整備工事請負費 ５，７４６千円 

  ※補正後の善師野防災広場整備工事請負費 ２１８，５５５千円 

＜歳入＞ 

  善師野防災広場整備事業債 ４，３００千円 

  ※補正後の善師野防災広場整備事業債 １３６，８００千円 
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市民部 市民課 

《人権擁護委員》 

○ 人権擁護委員の推薦について（諮問第１～３号） 

 

【趣旨】 

  人権擁護委員の玉置 純二（たまき じゅんじ）氏、中島 美佐子（なかしま 

みさこ）氏及び野村 秀夫（のむら ひでお）氏の任期満了（令和８年９月３０

日）に伴い、後任者を推薦するに当たり、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３

９号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるもの。 

 

【後任者】 

 諮問第１号の対象者（新任） 

  氏  名  岡田 義彦（おかだ よしひこ） 

  生年月日  ■ 

 

 諮問第２号の対象者（新任） 

  氏  名  子安 邦子（こやす くにこ） 

  生年月日  ■ 

 

 諮問第３号の対象者（新任） 

  氏  名  水野 幹伸（みずの みきのぶ） 

  生年月日  ■ 

 

委員の任期については委嘱の日から３年間。 
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